
 

平成22年4月23日に、東京地方裁判所が「パチン 

コの勝敗が偶然によるのは周知の事実で、必勝 

攻略法など存在しない」と指摘した上で、被害者 

が情報提供会社に支払った全額を損害と認定し 

ました。 

しかし、「パチンコ必勝法を教えます」などと宣 

伝する情報提供会社は、会社としての実体を備 

えていることは稀です。仮に情報提供会社に対し 

て損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た 

としても、任意の支払いを行わないことが多く、 

強制執行するとしても会社の財産が存在しない 

ということがめずらしくありません。そのため、パ 

チンコ必勝法被害に遭ったとしても、泣き寝入り 

するしかないことが往々にしてありました。 

ところが、パチンコ攻略法の雑誌広告を見て 

購入した情報が虚偽で被害を受けたとして、会社 

員男性が雑誌発行元の会社と広告代理店に 

255万円の損害賠償を求めた訴訟で、大阪 

地方裁判所は、平成22年5月12日、「広告 

内容を何ら確認していない」として両社に約 

76万円の支払いを命じました。 

 

判決は「広告に対する読者の信頼は、雑誌 

や発行者に対する信頼と全く無関係ではな 

い。雑誌社や広告代理店は読者に不測の損 

害を及ぼすことを予見した場合には、真実性 

を調査確認する義務がある」と指摘し、その 

上で「日額10万円以上」などとした打ち子募 

集広告に関し「真実性に疑念を抱くべき特別 

の事情があった」として両社の過失を認めま 

した。ただし、原告男性側にも相当に大きな 

落ち度があるとして、損害額の算定における 

減額材料としました。 

この判決が確定するのか（被告側が控訴し 

高等裁判所で判断が覆る可能性もあります） 

また、パチンコ必勝法被害一般に広く妥当する 

かどうかは未だ不明で、裁判例の集積を待つ 

必要がありますが、比較的資力があると思わ 

れる雑誌発行元と広告代理店の責任を認めた 

ことは、被害回復へ一歩前進したと評価できる 

でしょう。 

交通事故、債務整理、相続、離婚、 
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